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Ⅱ．電子による届出について 

◎電子届出を提出する際の操作方法を動画（以下 URL）にて公開しています。 

（https://www.youtube.com/playlist?list=PLWxWKUOj3xAKkv8NXDjxRL7yIl0lG5jZS） 

 

電子による届出の方法           → Ｐ6～ 

電子情報処理組織使用届出書の作成方法   → Ｐ11～ 

電子による届出（届出ファイル）の入力要領 → Ｐ14～ 

 

１．電子による届出の方法 

電子による届出は、独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）のＨＰから「ＰＲＴ

Ｒ届出システム」にログインします。届出画面へ必要な項目を入力して届出を作成し、都道

府県知事等へ送信してください。 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/dtp.html 

初めて電子による届出を行う際は、識別番号（ユーザＩＤ）、暗証番号（初期パスワード）

を入手する必要がありますので、事前に「電子情報処理組織使用届出書」（Ｐ11）を都道府県

等の窓口へ提出してください。 

※一度入手したユーザＩＤ・初期パスワード等は、次年度以降の届出にも使用できるため、

電子情報処理組織使用届出書の再提出は不要です。（登録内容に変更が生じた場合は、「Ｐ

ＲＴＲ届出システム」にログインし、変更することができます。） 

※２０２３年度より、燃料小売業の方の排出量算出がＰＲＴＲ届出システムでできます。 

（Ｐ21 参照） 

 

～電子による届出に必要な機器等の要件～ 
電子による届出には、あらかじめ以下の仕様を満たす機器等を用意する必要があります。 

インターネットが利用できる環境であることが前提です。 

 

※最新の情報はＮＩＴＥホームページ （https://www.nite.go.jp/chem/prtr/itdtp.html）をご確認く

ださい。 

必要なパソコンの条件 

OS Windows 10 

日本語版 

Windows 11 

日本語版 

CPU 1GHz 以上 

メインメモリ 4GB 以上を推奨 

（最少 2GB） 

ブラウザソフト 動作確認済みブラウザ：  Microsoft Edge（IE モードも含む）、

Google Chrome 

ディスプレイ 解像度 800×600 ピクセル以上（1280×1024 を推奨） 
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（１）電子による届出の手順 

以下①～⑦の手順に従って届出の手続きを進めてください。 

①パソコン等及び通信方法の確認 

届出に使用するパソコン等及び通信方法が、「電子による届出に必要な機器等の要件」 

（Ｐ6）に合致するか、ご確認ください。 

 

②都道府県等の電子情報処理組織使用届出書の提出 

電子による届出に必要なユーザＩＤ・初期パスワード等を取得するため、事業所の所在

する都道府県等の窓口へ「電子情報処理組織使用届出書」（Ｐ11）を提出し、事業所情報を

登録します。 

必要事項を記入し、切手を貼った返信用封筒（定形）を添えて、事業所が所在する都道

府県等の窓口へ持参又は郵送により提出してください。都道府県等によっては、電子情報

処理組織使用届出書を電子的に受け付けているところがあります。各都道府県等へご確認

ください。 

また、ユーザＩＤを取得済みの場合、他の都道府県等に所在する事業所を、ＰＲＴＲ届

出システムから追加できるようになりました。（書面の電子情報処理組織使用届出書を改め

て提出する必要はありません。） 

※なお、登録された担当者の電子メールアドレス宛へ、ＮＩＴＥからＰＲＴＲ届出に関す

るご案内等をさせていただくことがございますが、あらかじめご了承ください。 

 

③識別番号（ユーザＩＤ）及び暗証番号（初期パスワード）等の受け取り 

 (ア)ユーザＩＤ、(イ)初期パスワード 、(ウ)ホームページアドレスが記載された「電子

情報処理組織使用届出書登録情報」が都道府県等から送付されます。これらが不正使用さ

れることがないよう、適切に管理してください。 

なお、電子情報処理組織使用届出書登録情報を紛失した場合は、事業所が所在する都道

府県等の窓口に再発行を依頼してください。 

 

④届出ファイルの作成 

入手したユーザＩＤ及び初期パスワードを用いて③で通知されたホームページからＰＲ

ＴＲ届出システムへログインし、届出ファイルを作成してください。 

具体的な作成（入力）方法は、「ＰＲＴＲ届出システム操作マニュアル」をご覧ください。 

 https://www.nite.go.jp/chem/prtr/itdtp.html 

 

⑤届出ファイルの送信 

本紙及び別紙のすべての項目の入力が終了したら、巻末資料の「提出前のチェックシー

ト」(Ｐ83)を使用して最終チェックを行ってください。 

確認後、届出ファイルを送信します。届出ファイルの送信は、届出期間内（毎年４月１

日から６月３０日まで）にお願いします。ただし、届出期限最終日が土日の場合は、次の

月曜日までとします。 

※届出の内容については、都道府県等で受け付けた後も、内容等に疑義があった場合、国

による集計結果の公表（３月頃）までに、行政側から問い合わせがある場合があります。 
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＜届出ファイルの入力画面＞        ＜届出ファイルの送信画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  届出内容を画面上で確認のうえ、「入力内容確認画面へ」ボタンをクリック後に、「この内容  

で提出する」ボタンをクリックすると、届出書（届出ファイル）が送信されます。 

最後に「この内容で提出する」ボタンをクリックしないと届出内容は送信されません。

クリックを忘れないようご注意ください。 
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⑥届出ファイルの送信確認 

届出ファイルが送信されると、「排出量等届出（完了）」画面が表示され、整理番号が付

与されます。「一覧へ」ボタンをクリックすると、「排出量等届出処理（事業所一覧）」画面

が表示されます。 

整理番号が表示され、処理状況欄が「届出済」となっていれば、届出は正しく送信され

ています。 

 

＜排出量等届出（完了）画面＞ 

（「この内容で提出する」ボタンをクリックした直後に表示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※整理番号と「届出済」が表示されていない場合、届出内容は送信されていません。その

場合には「届出作成」ボタンをクリックし、届出ファイルの作成と送信を行ってくださ

い。 

「一覧へ」を 

クリックします。 

整理番号と「届出済」 

の表示をご確認ください。



10 
 

⑦届出ファイルの受理 

送信済みの届出ファイルが提出先の都道府県等で受理されると、通知メール（排出量等

届出－受理）が送付されます。また、「排出量等届出処理（事業所一覧）」画面の処理状況欄

が「自治体受理完了」となり、受理日欄に受理日（日付）が表示されます。 

（ＰＲＴＲ届出システム上で、不備に対する照会があった場合は、電子メールで連絡しま

す。） 

 

＜排出量等届出処理（事業所一覧）画面＞ 

（提出先の都道府県等で届出ファイルが受理された場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※メールアドレスの変更や迷惑メールと判定されて通知メールが受信できない場合でも、「排

出量等届出処理（事業所一覧）」画面に「自治体受理完了」と受理日が表示されていれば、

届出の受理は完了しています。（この後、届出先の大臣で受理が完了すると、処理状況は「省

庁受理完了」と表示されます。） 

 

「自治体受理完了」と 

受理日（日付）をご確認ください。 



11 
 

２．電子情報処理組織使用届出書の作成方法 

 

（１）電子情報処理組織使用届出書の記入例 

電子による届出に必要なユーザＩＤ・初期パスワード等を取得するために、あらかじめ

「電子情報処理組織使用届出書」を都道府県等の窓口へ提出する必要があります。 

（様式は下記ページの２．Ｎｏ.１からダウンロードしてください。 

 https://www.nite.go.jp/chem/prtr/itdtp.html） 

 

※ユーザＩＤを取得済みの場合、他の都道府県等に所在する事業所を、ＰＲＴＲ届出シ

ステムから追加できるようになりました。（書面の電子情報処理組織使用届出書を改め

て提出する必要はありません。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 
③ 

④ 

⑤

⑥
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（２）電子情報処理組織使用届出書の記入要領 

  

①『提出日』 

○電子情報処理組織使用届出書を窓口へ提出する日付（郵送の場合は、投函する日付）

を記入してください。 

 

②『あて先』 

○提出先は事業所所在地に対応する都道府県知事等を記入してください。（例：神奈川県

知事、横浜市長） 

○「都道府県知事」又は「関西 花子知事」（個人名）などとは記入しないでください。 

 

③『届出者』 

○住所（法人にあっては登記上または本社の所在地）及び氏名（法人にあっては登記上

の名称及び代表者の役職名・氏名）を記入してください。住所及び氏名は、届出を行

う時点の情報を記入してください。 

○郵便番号は、大口事業所等で取得されている個別郵便番号ではなく、その地域で通常

用いられるものを記入してください。 

○工場長や事業所長、化学物質の管理を担当する部署の長や当該事業所の化学物質の管

理・責任を有する者を、届出者の代理人として、届出者は委任することができます。そ

の場合には、以下のように記入してください。なお、届出に委任状を添付する必要は

ありません。（法人内部で適切な委任行為を行っておいてください。） 

 

 

様式第４（第 12 条関係） 

電子情報処理組織使用届出書         

 
                                 ××年××月××日 

神 奈 川 県 知 事  殿  
                       〒 １００－００１３ 
                                       （ ふ り が な ）  とうきょうとちよだくかすみがせき 

                                 届出者 住   所 東京都千代田区霞が関１－２－２ 
                                       （ ふ り が な ）  か す み が せ きかぶしきがいしゃ 

                                        氏   名 霞ヶ関株式会社 
                                                 だ い ひ ょ う と り し ま り や く し ゃ ち ょ う  か ん き ょ う  た ろ う 

代表取締役社長    環境  太郎   
ふじさわだいいちこうじょうちょう  けいざい いちろう 

                                        代理人  藤沢第一工場長      経済 一郎 
 
 

 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第 12

条第１項の規定に基づき、法第５条第２項に基づく届出について、下記のとおり、電子情報処

理組織の使用を開始することといたしましたので、届け出ます。 

 
 

※届出者の住所、氏名の下に代理人の役職及び氏名を記載してください。 
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（前葉からのつづき）

（ふりがな）

事業所の名称

所 在 地

（ふりがな）

〒

都道 市区
府県 町村

（ふりがな）

事業所の名称

所 在 地

（ふりがな）

〒
都道 市区
府県 町村

④『担当者』 

○届出担当者の所属する部署、氏名、電話番号、電子メールアドレスを記入してくださ

い。 

○電子情報処理組織使用届出書の提出後、行政側から届出内容について問い合わせがあ

る場合があります。 

○電子メールアドレスは、行政側からの連絡に必要となりますので、担当者が業務時間

中に受信できるものを記入するようお願いします。 

※-（ハイフン）_（アンダーバー）0（ゼロ）o（オー）１（いち）l（エル）等判別しに

くい文字は、ふりがなの記載をお願いいたします。 

 

⑤『識別番号』 

○この欄は記入しないでください。 

 

⑥『電子情報処理組織を使用して届出を行う事業所』 

○届出を行う事業所の名称及び所在地を記入してください。 

 

～複数の事業所について電子による届出を行う場合～ 

 

同一の都道府県等に存在する複数の事業所の届出は、同一のパソコンから行うこと

ができます。電子情報処理組織使用届出書は、これらの事業所を一括して記入し、提

出します。 

以下のように電子情報処理組織使用届出書の２ページ目を使用してください。 

届出を行う同一都道府県等の事業所が５つ以上ある場合は、様式の２ページ目をコ

ピーしたものを、３ページ目以降として使用してください。 
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３．電子による届出（届出ファイル）の入力要領 

 

（１）届出ファイル(本紙)の入力要領 

具体的な作成（入力）方法は、「ＰＲＴＲ届出システム操作マニュアル」をご覧ください。 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/itdtp.html 

  

○入力漏れや入力ミスがあるとエラーが表示される場合があります。また、必要な項目 

には必ず「ふりがな」を入力していただくようお願いします。 

 

①『提出日』（送信日） 

○届出ファイルを提出（送信）する日付を入力してください。 

 

②『あて先』 

○『届出先』は、「業種コード・届出先一覧」（Ｐ64）を参考に、事業所における主たる

事業（Ｐ16 の囲み）を所管している大臣を選択してください。 

○『提出先』は、事業所所在地に対応する都道府県知事等が自動的に反映されます。 

 

③『届出者』※提出日（送信日）時点の情報です。 

○電子情報処理組織使用届出（事前届出）又は電子情報処理組織変更届出により登録さ

れている情報が自動的に反映されます。（事業者の住所を変更した場合は、電子情報処

理組織の変更届出の手続きを終了してから届出ファイルを作成してください。） 

○郵便番号は、大口事業所等で取得されている個別郵便番号ではなく、その地域で通常

用いられるものです。 

○工場長や事業所長、化学物質の管理を担当する部署の長や当該事業所の化学物質の管

理・責任を有する者を、届出者は代理人として委任することができます。なお、届出に

委任状を添付する必要はありません。（法人内部で適切な委任行為を行っておいてくだ

さい。） 

 

④『事業者の名称』※把握対象年度の４月１日時点の情報です。 

○電子情報処理組織使用届出（事前届出）又は電子情報処理組織変更届出により登録さ

れている情報が自動的に反映されます。（事業者の名称を変更した場合は、電子情報処

理組織の変更届出の手続きを終了してから届出ファイルを作成してください。） 

○２０２４年度から届出ファイルの様式に「法人番号」の入力欄が追加されました。 

 法人番号が不明な場合は、国税庁ＨＰからご確認ください。 

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp 

○「前回の届出における名称」の欄は、事業者の名称を、前回の届出時における名称か

ら変更した場合（社名等の変更）にのみ、入力してください。 

 

⑤『事業所の名称』※把握対象年度の４月１日時点の情報です。 

○事前届出により登録されている情報が自動的に反映されます。（事業所の名称を変更し

た場合は、電子情報処理組織の変更届出の手続きを終了してから届出ファイルを作成

してください。）また、事業者の名称は省略してください。 
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○「前回の届出における名称」の欄は、事業所の名称を、前回の届出時における名称か

ら変更した場合（事業所の名称変更）にのみ、入力してください。 

 

⑥『所在地』※把握対象年度の４月１日時点の情報です。 

○郵便番号、所在地（都道府県名から番地まで）は、事前届出により登録されている情

報が自動的に反映されます。（事業所の所在地を変更した場合は、電子情報処理組織の

変更届出の手続きを終了してから届出ファイルを作成してください。） 

 

⑦『事業所において常時使用される従業員の数』 

※把握対象年度の４月１日時点の情報を入力してください。 

○当該事業所において常時使用される従業員の人数を入力してください。（注：届出書（届

出ファイル）に入力するのは事業所の従業員数です。なお、届出対象事業者の判定は、

事業者全体の従業員数で判断します。） 

 

～常時使用される従業員とは～ 

 

①排出量等の把握対象年度の４月１日時点で期間を定めずに使用されている者、もしくは

１ヶ月を超える期間を定めて使用されている者 

②同把握対象年度の前年度の２月及び３月中にそれぞれ１８日以上使用されている者 

注１）常時使用される従業員の数には、対象業種に該当しない事業に従事する者も含ま

れます。 

注２）１日の勤務時間又は月の勤務日数は関係なく、雇用している期間で判断してくだ

さい。 

次の表に、常時使用される従業員として数える例（“○”のもの）を示します。 

役員※1 正社員 

  

嘱託 

パート、 

アルバイト等※2 

他への 

派遣者 

(出向者) 

別事業者 

への 

下請労働 

他からの 

派遣者※3 

(出向者) 

別事業者 

からの 

下請労働※3 

× ○ ○ × × ○ ○ 

○使用されている人とは、正社員、嘱託・パート・アルバイト等と呼ばれている人（※２参照

のこと。）、他企業からの派遣・出向者をいいます。 

○正社員であっても、他企業への派遣者・出向者は、使用されている人には含みません。 

※１役員は原則除きますが、役員であっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就

き、一般職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、常時使用される従業員と

考えます。 

※２嘱託、パート、アルバイトと呼ばれている者であって、上記①又は②に該当する場合は、

常時使用される従業員に含まれます。 

※３事業者間における委託・請負・下請けによる別事業者からの労働者にあっては、委託等

の契約期間を使用期間と読み替えます。 

 

                                           

※電子情報処理組織変更届出により、登録されている情報が変更日をもとに変更内容（事業者名や

事業所名等）を自動的に反映されます。変更日は、実際に変更のあった日付としてください。 
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⑧『事業所において行われる事業が属する業種』 

※把握対象年度の情報を入力してください。 

○当該事業所において行われる事業が属する対象業種を選択又は業種コードを入力して

ください。「業種名」、「業種コード」は、「業種コード・届出先一覧」（Ｐ64）から選択

してください。 

〇業種の説明については、対象業種の区分（Ｐ65～）や概要（Ｐ71～）、経済産業省・環

境省のＨＰを参照してください。 

 

～業種の考え方～ 

 

複数の業種を営む事業所は、当該事業所が営んでいるものの中から届出の対象をすべて

あげ、その中で製造品等の出荷額・売上額が最も多い業務に関係する業種を「主たる事業」

とし、それ以外を「従たる事業」とします。 

例：事業所が営んでいる業種（売上高）が以下の場合 

化学工業（１０億円）、塗装工事業（７億円）、塗料卸売業（３億円）、 

自動車卸売業（２億円）、商品検査業（１億円） 

       業種      業種コード 

主たる事業  化学工業   ２０００ 

  自動車卸売業 ５２２０ 

商品検査業  ８６２０ 

 

※塗装工事業、塗料卸売業は届出対象業種ではありませんので、届出をする必要はあり

ません。 

 

⑨『本届出が法第６条第 1 項の請求に係るものであることの有無』 

○当該事業所について法第６条第１項に基づく秘密情報の請求を行わない場合は、「無」

を選択してください。 

 

⑩『担当者（問い合わせ先）』 

○電子情報処理組織使用届出（事前届出）又は電子情報処理組織変更届出により登録さ

れている情報が自動的に反映されます。届出後、行政側から届出内容について問い合

わせがある場合があります。 

○２０２４年度から届出ファイルの様式に「電子メールアドレス」の入力欄が追加されました。 

※なお、記載された担当者の電子メールアドレス宛へ、ＮＩＴＥからＰＲＴＲ届出に関するご案内

等をさせていただくことがございますが、あらかじめご了承ください。 

 

※「③ 届出者」については、提出日（送信日）時点の情報です。 

また、届出事項④～⑧については、把握対象年度の４月１日（年度途中に事業を開始し

た場合は、開始した日）時点の情報となります。（「把握対象年度」とは、届出する前年

の４月１日～届出する同年の３月３１日を指します。） 

特に、把握対象年度途中に会社等の合併や市町村合併があった場合はご注意ください。 

従たる事業 
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（２）届出ファイル（別紙）の入力要領 

○この別紙は、「対象化学物質」ごとに作成してください。対象化学物質とは、巻末資料

「対象化学物質一覧」（Ｐ57～）に掲げる第一種指定化学物質５１５物質を指します。

このうち、特定第一種指定化学物質（「対象化学物質一覧」参照）と呼ばれる物質（２

３物質）があります。 

○例えば、クロム酸亜鉛やクロム酸カリウムのような物質は、本法では「六価クロム化

合物」に含まれますので、これらの化学物質については、まとめて「六価クロム化合

物」として届け出てください。この他、複数の化学物質をまとめる例として、「亜鉛の

水溶性化合物」、「鉛及びその化合物」などがあります。 

 

①『別紙番号』 

○届出を行う対象化学物質の番号の順番（昇順）に対応して、１から連続する別紙番号

が自動的に採番されます。 

 

②『第一種指定化学物質の名称』 

  

③『第一種指定化学物質の管理番号』 

○第一種指定化学物質の管理番号を入力する、又は化学物質の名称（別名があるものは

当該別名）を選択して、届出を行う対象化学物質を指定します。 

 

④『排出量』 

○把握対象年度１年間における対象化学物質の環境への排出量について、 

『イ 大気への排出』 

『ロ 公共用水域への排出』 

『ハ 当該事業所における土壌への排出（ニ以外）』 

『ニ 当該事業所における埋立処分』 

のそれぞれを入力してください。 

 

『イ 大気への排出』 

事業所から大気中へ排出した対象化学物質の量（質量）を入力してください。 

『ロ 公共用水域への排出』 

事業所から公共用水域（河川、湖沼、海域等）へ排出した対象化学物質の量（質量）

を入力してください。 

 

『排出先の河川、湖沼、海域等の名称』 

対象化学物質の排出先（排水が最初に流入する河川、湖沼、海域等の公共用水域）

の名称を選択してください（例：「○○川」、「××湾」等）。公共用水域への排出がな

い場合は選択しないでください。排水先が２つ以上ある場合は、当該対象物質の排

出量が多い方を選択してください。 

公共用水域の名称等が不明な場合は、経済産業省・環境省のＨＰからご確認いた

だくか、都道府県等の窓口にお問い合わせください。  

https://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/submit/suiiki_name.html 
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『ハ 当該事業所における土壌への排出（ニ以外）』 

事業所内の土壌へ排出した対象化学物質の量（質量）を入力してください。 

なお、事業所敷地内で埋立処分をしている廃棄物に含まれる対象化学物質の量は、

『ニ 当該事業所における埋立処分』の欄に入力してください。 

 

『ニ 当該事業所における埋立処分』 

事業所敷地内で埋立処分した対象化学物質の量（質量）を入力してください。 

なお、委託等により廃棄物を事業所の外へ埋立処分している場合は、「移動量」に該

当しますので、『ロ 当該事業所の外への移動（イ以外）』の欄に入力してください。 

 

『埋立処分を行う場所』 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）に基づく最終処分又は鉱山保安法

に基づく埋立場への埋立処分にあっては、廃掃法上の埋立の区分「安定型」、「管理

型」、「遮断型」から該当するものを選択してください。埋立処分がない場合は選択

しないでください。 

また、鉱山保安法に基づくたい積場へのたい積処分にあっては、「管理型」として

ください。 

 

⑤『移動量』 

○把握対象年度１年間における対象化学物質の当該事業所の外への移動量について、 

『イ 下水道への移動』 

『ロ 当該事業所の外への移動（イ以外）』 

のそれぞれを入力してください。 

 

『イ 下水道への移動』 

排水に含まれて事業所から公共下水道へ放流した対象化学物質の量（質量）を入力

してください。 

 

『移動先の下水道終末処理施設の名称』 

対象化学物質の移動先（排出した下水の処理が行われる施設）の名称を選択して

ください（例：「○○下水終末処理場」、「××下水処理センター」等）。下水道終末処

理施設への移動がない場合は選択しないでください。移動先が２つ以上ある場合は、

当該対象物質の移動量の多い方を選択してください。 

下水道終末処理施設の名称等が不明な場合は、経済産業省・環境省のＨＰからご

確認いただくか、都道府県等の窓口にお問い合わせください。 

https://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/submit/gesui_name.html 
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『ロ 当該事業所の外への移動（イ以外）』 

廃棄物の処理を行うため、廃棄物に含まれて事業所の外へ運び出された対象化学物

質の量（質量）を入力してください。 

ここでいう廃棄物とは、各工程から発生する廃棄物・廃液、蒸留残さ、集じんダス

ト、使用済活性炭、水処理汚泥等の公害防止装置から発生する廃棄物、容器やタンク

の残留物などです。 

なお、廃棄物以外のものとして事業所の外へ運び出されたものは移動量には算入し

ないでください。 

また、製品として出荷する量などは移動量に算入しないでください。 

 

『廃棄物の処理方法』 

廃棄物の処理を行うため事業所の外へ移動した当該第一種指定化学物質を含む廃

棄物の移動先での処理方法を選択してください。（複数選択可） 

 

『廃棄物の種類』 

廃棄物の処理を行うため事業所の外へ移動した当該第一種指定化学物質を含む 

廃棄物の種類を選択してください。（複数選択可） 

 

「廃棄物の処理方法」と「廃棄物の種類」は、少なくともどちらか一方を必ず選択

してください。当該事業所の外への移動がない場合は選択しないでください。 
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～排出量・移動量の算出について～ 

 

○排出量（イ～ニ）及び移動量（イ、ロ）のすべての項目に把握・算出した数値を入力して

ください。有効数字２桁で入力した結果、“ゼロ”となる場合や、実際に排出量及び移動

量がない項目（例えば、下水道を利用していない事業所における『イ 下水道への移動』

の欄）については、「０．０」と入力してください。 

なお、年間取扱量が１トン以上（特定第一種指定化学物質は０．５トン以上）ある物

質、及び他の法令で測定が義務づけられている物質は、排出量、移動量のすべての項目

が「０．０」であっても届出（別紙の作成）は必要です。 

 

○「キシレン」、「ジニトロトルエン」のように、物質名に異性体の区分がされていないな

ど複数の物質を含む場合は、その対象化学物質に含まれるすべての化学物質（例えば、

「キシレン」の場合は、「ｏ－キシレン」、「ｍ－キシレン」、「ｐ－キシレン」のすべて）

の合計量を入力してください。 

 

○対象化学物質が「○○化合物」のような金属化合物（例：「亜鉛の水溶性化合物」、「カド

ミウム及びその化合物」、「銀及びその水溶性化合物」等）、「無機シアン化合物（錯塩及

びシアン酸塩を除く。）」、「ふっ化水素及びその水溶性塩」及び「ほう素化合物」につい

ては、それぞれの物質に含まれる「金属元素」、「シアン」、「ふっ素」及び「ほう素」に

換算した量の合計量を入力してください。 

なお、元素等に換算すべき対象化学物質については「対象化学物質一覧」（Ｐ57～）の

最右欄に記載されています。 

「アクリル酸及びその水溶性塩」や「臭素酸の水溶性塩」等は、換算せずに塩そのもの

の量を入力してください。 

 

○金属化合物、「無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）」、「ふっ化水素及びその

水溶性塩」及び「ほう素化合物」について、複数の物質群に含まれる場合（例えば、「ク

ロム酸鉛」は「六価クロム化合物」と「鉛及びその化合物」の両方に含まれる。）は、該

当するすべての物質群ごとに別紙を作成してください。その際、例えばクロム酸鉛の場

合、クロムに換算した量と鉛に換算した量が異なることに注意してください。 

 

○排出量及び移動量の算出方法の詳細については、「ＰＲＴＲ排出量等算出マニュアル」 

を参照してください。 

 ※特に見逃しやすい事項として「排出量等算出にあたってご確認いただきたいポイント」をＮＩＴ

ＥのＨＰでもまとめていますのでご参照ください。 
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～燃料小売業の方の排出量算出がＰＲＴＲ届出システムでできるように

なりました～ 

 

【操作方法】 

(1) ＰＲＴＲ届出システムの別紙入力画面にある「燃料小売業者向けの排

出量算出」ボタンをクリック 

(2) それぞれの受入量、給油量、ペーパー回収設備の有無を入力し、「排出量

を算出する」ボタンをクリック 

(3) 排出量を算出後に「算出結果から別紙を作成する」ボタンをクリックす

ると、届出が必要な物質の別紙が作成されます。（別紙不要と表示された物

質の別紙は作成されません） 

※本算出機能は、ガソリンスタンドにおける地下貯蔵タンクの場合を想定し

ています。これ以外の算出には使用できません。 
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（３）照会の回答について 

自治体から照会があった場合は、通知メール（排出量等届出－照会）が送付されます。 

メールを受信したら、「ＰＲＴＲ届出システム」にログインし、「排出量等届出処理（事業

所一覧）」画面の照会日欄にある「照会確認」ボタンをクリックすると照会内容が表示され

ます。「変更不要で回答」、「変更届出」、「取下げ願い」のいずれかを選択し処理を行ってく

ださい。 

※詳細は「ＰＲＴＲ届出システム操作マニュアル」をご覧ください。 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/itdtp.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照会が発生するとボタン

と日付が表示されますの

でクリックしてください。 

理由を入力してください。 

照会に対していずれかの処理

を選択してください。 

照会内容を確認して

ください。 

① ② ③ 
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 ボタン名 目的 内容 

① 『変更不要で回答』 届出の内容を

変更しないと

き 

届出の内容を変更する必要がないとき。または、自治体

からの質問に回答するとき。（例：住所表記の質問、変

更届出の変更内容の質問） 

② 『変更届出』 届出内容を変

更するとき 

届出の内容を変更するとき「変更届出」ボタンをクリッ

クすると、変更届出作成画面が表示されます。該当部分

を修正した変更届出を作成して提出します。 

③ 『取下げ願い』 届出を取り下

げるとき 

届出の必要がなかった場合は「取下げ願い」ボタンをク

リックし、取下げ願いを作成して提出します（「取下げ

願い」の選択は、届出そのものを取下げすることになり

ますのでご注意ください）。 

 


